
第２節

雇用・就労の促進施策

　障害のある人の就労意欲が高まっている中
で、障害のある人の就労を通じた社会参加を
実現し、障害のある人が地域社会で、自立し
ていきいきと暮らせるよう、障害者雇用対策
の一層の充実を図っていく必要がある。

１．障害のある人の雇用の場の拡大

（１）障害者雇用の現状

ア　平成28年障害者雇用状況報告
　現在、身体に障害のある人又は知的障害の
ある人を１人以上雇用する義務がある民間企
業（常用雇用労働者数50人以上）については、
毎年６月１日時点の障害者雇用の状況を報告
することになっている。平成28年の報告結果
は次のとおりである。
①　民間企業の状況（図表３-２-５）
　平成28年６月１日現在の障害のある人の雇
用状況は、障害のある人の雇用者数が13年連
続で過去最高を更新し、474,374.0人（前年同
日453,133.5人）となるなど、一層進展してい
る。また、障害者である労働者の実数は
386,606人（前年同日366,353人）となった。
このうち、身体に障害のある人の雇用者数は
327,600.0人（前年同日320,752.5人）、知的障
害のある人の雇用者数は104,746.0人（前年同
日97,744.0人）、精神障害のある人の雇用者数
は42,028.0人（前年同日34,637.0人）と、３障
害とも前年より増加していた。
　また、民間企業が雇用している障害のある
人の割合は1.92％（前年同日1.88％）であった。
　企業規模別に割合をみると、50～100人未
満規模で1.55％、100～ 300人未満規模で
1.74％、300～500人未満規模で1.82％、500～

1,000人未満規模で1.93％、1,000人以上規模
で2.12％となった。
　一方、法定雇用率を達成した企業の割合は、
48.8％と依然として半数に満たない状況で
あった。なお、雇用されている障害のある人
の数については、すべての企業規模で前年の
報告より増加した（図表３-２-６）。
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■図表３-２-５　民間企業における障害者の雇用状況

資料： 厚生労働省「障害者雇用状況の集計結果」
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②　国・地方公共団体の状況（図表３-２-７）
　国の機関（法定雇用率2.3％）に在職して
いる障害のある人の割合、勤務している障害
のある人の数はそれぞれ2.45％、7,436.0人で
あった。
　また、都道府県の機関（法定雇用率2.3％）
は2.61％、8,474.0人であり、市町村の機関（法
定雇用率2.3％）は2.43％、26,139.5人であった。
　さらに、都道府県等の教育委員会（法定雇
用率2.2％）は2.18％、14,448.5人であった。国、
地方公共団体等ともに、勤務している障害の
ある人の数は前年同日の報告より増加した。
※ 　障害者雇用状況報告では、重度身体障害
者又は重度知的障害者については、その１
人の雇用をもって、２人の身体障害者又は
知的障害者を雇用しているものとしてカウ
ントされる。
　また、重度身体障害者又は重度知的障害者

である短時間労働者（１週間の所定労働時間
が20時間以上30時間未満の労働者）について
は、１人分として、重度以外の身体障害者及
び知的障害者並びに精神障害者である短時間
労働者については、0.5人分としてカウント
される。

■図表3-２-６　一般の民間企業における規模別障害者の雇用状況

注１： ②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められ
る職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

注２： ③Ａ欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については法律上、１人を２人に相当するものとしており、Ｅ欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行い、Ｄ欄
の「重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者」については法律上、１人を0.5人に相当するものとしており、Ｅ欄の計を算出するに当
たり0.5カウントとしている。

注３：Ａ、Ｃ欄は１週間の所定労働時間が30時間以上の労働者であり、Ｂ、Ｄ欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者である。
注４：Ｆ欄の「うち新規雇用分」は、平成27年６月２日から平成28年６月１日までの１年間に新規に雇い入れられた障害者数である。
注５：（　）内は平成27年６月１日現在の数値である。
　　　なお、精神障害者は平成18年４月１日から実雇用率に算定されることとなった。

資料： 厚生労働省「平成28年障害者雇用状況の集計結果」

区分 ①
企業数

②
法定雇用障害者
数の算定の基礎
となる労働者数

③障害者の数

④
実雇用率
Ｅ÷②×100

⑤
法定雇用率達
成企業の数

⑥
法定雇用率達
成企業の割合

Ａ．重度身
体障害者及
び重度知的
障害者　　

Ｂ．重度身
体障害者及
び重度知的
障害者であ
る短時間労
働者　　　

Ｃ．重度以
外の身体障
害者、知的
障害者及び
精神障害者

Ｄ．重度以外
の身体障害者
及び知的障害
者並びに精神
障害者である
短時間労働者

Ｅ．計　　　
Ａ×２＋Ｂ＋
Ｃ＋Ｄ×0.5

Ｆ．うち新
規雇用分　

規模計

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

89,359 24,650,200.5 109,765 14,283 218,564 43,994 474,374.0 49,330.5 1.92 43,569 48.8

（87,935）（24,122,923.0）（106,362） （13,534）（207,294） （39,163）（453,133.5）（48,377.0） （1.88） （41,485） （47.2）

50～
100人未満

企業 人 人 人 人 人 人 人 ％ 企業 ％

40,149 2,805,530.0 8,652 2,170 20,382 7,294 43,503.0 4,930.5 1.55 18,347 45.7

（39,566）（2,761,818.5） （8,387） （2,066） （19,266） （6,287） （41,249.5） （4,827.5） （1.49） （17,697） （44.7）

100～
300人未満

34,681 5,363,032.0 19,743 3,803 44,633 11,116 93,480.0 11,584.5 1.74 18,105 52.2

（34,155）（5,273,257.0） （18,904） （3,433） （42,416） （9,499） （88,406.5）（10,978.5） （1.68） （17,154） （50.2）

300～
500人未満

6,712 2,377,566.0 9,703 1,537 20,166 4,538 43,378.0 4,672.5 1.82 3,007 44.8

（6,556）（2,321,444.0） （9,356） （1,465） （19,215） （4,317） （41,550.5） （4,653.5） （1.79） （2,886） （44.0）

500～
1,000人未満

4,585 2,951,625.0 13,391 1,565 26,495 4,455 57,069.5 6,056.0 1.93 2,207 48.1

（4,495）（2,898,895.0） （13,087） （1,524） （25,090） （3,984） （54,780.0） （6,099.0） （1.89） （2,007） （44.6）

1,000人以上
3,232 11,152,447.5 58,276 5,208 106,888 16,591 236,943.5 22,087.0 2.12 1,903 58.9

（3,163）（10,867,508.5） （56,628） （5,046）（101,307） （15,076）（227,147.0）（21,818.5） （2.095） （1,741） （55.0）

（平成28年6月1日現在）
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■図表3-2-7　国・地方公共団体における障害者の在籍状況

注１： 各表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当
職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

注２： 各表の②欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間労働者以外の
重度身体障害者及び重度知的障害者については法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行
い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間労働者については法律上、１人を0.5
人に相当するものとして0.5カウントとしている。

注３：法定雇用率2.2％が適用される機関とは、都道府県の教育委員会及び一定の市町村の教育委員会である。
注４：（　）内は、平成27年６月１日現在の数値である。
資料： 厚生労働省「平成28年障害者雇用状況の集計結果」

１　法定雇用率2.3％が適用される国、地方公共団体 （平成28年6月1日現在）

① 法定雇用障害者
数の算定の基礎
となる職員数

②障害者の数 ③実雇用率 ④ 法定雇用率達成機
関の数/機関数 ⑤達成割合

国の機関 303,672.0人 7,436.0人 2.45% 41/42 97.6%
（300,731.0人） （7,371.5人） （2.45%） （40/40） （100.0%）

都道府県の
機関

324,593.5人 8,474.0人 2.61% 150/155 96.8%
（323,789.5人） （8,344.0人） （2.58%） （146/156） （93.6%）

市町村の
機関

1,077,738.5人 26,139.5人 2.43% 2,054/2,333 88.0%
（1,075,882.5人） （25,913.5人） （2.41%） （2,028/2,344） （86.5%）

２　法定雇用率2.2％が適用される都道府県等の教育委員会 （平成28年6月1日現在）

① 法定雇用障害者
数の算定の基礎
となる職員数

②障害者の数 ③実雇用率 ④法定雇用率達成機
関の数/機関数 ⑤達成割合

都道府県等
教育委員会

661,899.0人 14,448.5人 2.18% 100/125 80.0%
（661,646.5人） （14,216.5人） （2.15%） （88/119） （73.9%）

■図表3-2-8　国の機関ごとの障害者の在籍状況

① 法定雇用障害者数の算
定の基礎となる職員数 ②障害者の数 ③実雇用率 ④不足数 備考

国の機関合計 303,672.0 7,436.0 2.45 1.0
行政機関合計 275,271.5 6,682.5 2.43 1.0
内閣官房 1,021.0 24.0 2.35 0.0
内閣法制局 78.0 2.0 2.56 0.0
内閣府 2,376.0 56.0 2.36 0.0
宮内庁 867.0 21.0 2.42 0.0
公正取引委員会 813.0 18.0 2.21 0.0
警察庁 2,142.0 55.0 2.57 0.0
金融庁 1,600.0 37.0 2.31 0.0
消費者庁 380.0 9.0 2.37 0.0
個人情報保護委員会 79.0 0.0 0.00 1.0
復興庁 － － － － （注４）
総務省 4,799.0 115.0 2.40 0.0 特例承認あり（注５）
法務省 32,344.0 747.0 2.31 0.0
公安調査庁 1,517.0 36.0 2.37 0.0
外務省 5,966.0 145.0 2.43 0.0
財務省 11,191.0 263.0 2.35 0.0
国税庁 57,299.5 1,340.0 2.34 0.0

（平成28年6月1日現在）
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注１： ①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧
除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数である。

注２： ②欄の「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外
の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウント
を行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、
１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。

注３： ④欄の「不足数」とは、①欄の職員数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の障害
者の数を減じて得た数であり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。

　　　 したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数が0.0となることがあり、この場合、法定雇用率
達成となる。

注４： 注４の機関においては,労働者数が43.5人未満であり,障害者雇用促進法第43条に基づく障害者の雇用義務が発
生していない。

注５：注５の省庁は、特例承認を受けている。
　　　 特例承認とは、省庁及び当該省庁におかれる外局の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けた場合に、当該

省庁におかれる外局に勤務する職員を当該省庁に勤務する職員とみなすものである。
　　　特例承認一覧

省庁 外局等
総務省 消防庁
文部科学省 文化庁 スポーツ庁
経済産業省 中小企業庁 資源エネルギー庁

① 法定雇用障害者数の算
定の基礎となる職員数 ②障害者の数 ③実雇用率 ④不足数 備考

文部科学省 2,120.0 51.0 2.41 0.0 特例承認あり（注５）
厚生労働省 52,169.0 1,441.0 2.76 0.0
農林水産省 15,538.0 359.0 2.31 0.0
林野庁 4,078.0 94.0 2.31 0.0
水産庁 607.0 15.0 2.47 0.0
経済産業省 6,417.5 149.5 2.33 0.0 特例承認あり（注５）
特許庁 2,739.0 63.5 2.32 0.0
国土交通省 37,535.0 870.0 2.32 0.0
観光庁 114.5 2.0 1.75 0.0
気象庁 4,780.0 110.0 2.30 0.0
海上保安庁 163.0 4.0 2.45 0.0
運輸安全委員会 180.5 5.0 2.77 0.0
環境省 1,929.0 45.0 2.33 0.0
原子力規制委員会 1,101.0 26.0 2.36 0.0
防衛省 20,064.0 500.0 2.49 0.0
防衛装備庁 1365.0 35.0 2.56 0.0
人事院 626.0 15.0 2.40 0.0
会計検査院 1,272.5 29.5 2.32 0.0
立法機関合計 3,579.0 84.5 2.36 0.0
衆議院事務局 1,442.0 33.0 2.29 0.0
衆議院法制局 82.5 2.0 2.42 0.0
参議院事務局 1,097.5 26.5 2.41 0.0
参議院法制局 69.0 2.0 2.90 0.0
国立国会図書館 888.0 21.0 2.36 0.0
司法機関合計 24,821.5 669.0 2.70 0.0
最高裁判所 1,001.0 23.0 2.30 0.0
高等裁判所 1,716.0 44.0 2.56 0.0
地方裁判所 16,152.0 423.0 2.62 0.0
家庭裁判所 5,952.5 179.0 3.01 0.0

資料：厚生労働省「平成28年障害者雇用状況の集計結果」
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イ　ハローワークの職業紹介状況
　平成27年度のハローワークを通じた就職件
数は、平成26年度を上回る90,191件（前年度
比6.6％増）であり、６年連続で過去最高を
更新した。このうち、身体に障害のある人は
28,003件（前年度比0.6％減）、知的障害のあ
る人は19,958件（前年度比6.6％増）、精神障
害のある人は38,396件（前年度比11.2％増）、
その他の障害のある人（発達障害、難病、高
次脳機能障害などのある人）は3,834件（前
年度比21.1％増）となり、精神障害のある人
の就職件数が大幅に増加し、身体に障害のあ
る人の就職件数を大きく上回った。
　また、新規求職申込件数は187,198件（前
年度比4.5％増）となり、このうち、身体に
障害のある人は63,403件（前年度比2.9％減）、
知的障害のある人は33,410件（前年度比3.4％
増）、精神障害のある人は80,579件（前年度
比9.7％増）、その他の障害のある人は9,806件
（前年度比20.1％増）であり、前年度同様に
精神障害のある人やその他の障害のある人の
申込件数が大きく増加していることが分かる。

（２）障害者雇用対策について

ア　障害者雇用対策の基本的枠組み
　障害者施策の基本理念である、すべての国
民が、障害の有無によって分け隔てられるこ
となく、相互に人格と個性を尊重し合いなが
ら共生する社会の実現のためには、職業を通
じた社会参加が重要である。この考え方の下
に障害者雇用対策の各施策を推進している。
　具体的には、「障害者雇用促進法」や同法
に基づく「障害者の雇用の促進及びその職業
の安定に関する施策の基本となるべき方針」
等を踏まえ、障害のある人、一人一人がその
能力を最大限発揮して働くことができるよ
う、障害の種類及び程度に応じたきめ細かな
対策を講じている。
　また、障害者権利条約に対する労働・雇用

分野での対応については、労働政策審議会障
害者雇用分科会において議論が行われ、平成
25年に雇用分野における障害者の差別を禁止
するための措置、合理的配慮の措置、精神障
害者を法定雇用率の算定基礎に加えること等
を内容とする「障害者の雇用の促進等に関す
る法律の一部を改正する法律案」が国会に提
出され、同年６月に成立した。

イ　 障害者雇用率制度及び法定雇用率の達成
に向けた指導

①　障害者雇用率制度
（ア）障害者雇用率制度
　障害者雇用促進法では、民間企業等に対し、
一定の割合（法定雇用率）以上の障害のある
人の雇用を義務づけている。法定雇用率は、
企業の社会連帯の理念に基づき、身体に障害
のある人又は知的障害のある人に一般労働者
と同じ水準の雇用の場を、各事業者の平等な
負担の下に確保することを目的として設定し
ている。昭和35年の制度創設時、民間企業の
法定雇用率は努力義務として事務的事業所
1.3％、現場的事業所1.1％であった。その後、
昭和51年に障害者雇用率制度を義務化し、昭
和63年、平成10年及び平成25年に率を改正し、
平成25年４月１日以降は2.0％となっている。
なお、国等の公的機関については、率先垂範
すべき立場にあることから、民間企業を上回
る2.3％（都道府県等の教育委員会は2.2％）
としている。

（イ）特例子会社制度等の特例措置
　事業主が障害のある人の雇用に特別の配慮
をした子会社（特例子会社）を設立した場合
には、一定の要件の下でこの特例子会社に雇
用されている労働者を親会社に雇用されてい
る者とみなして、雇用している障害者の割合
（以下「実雇用率」という。）を算定できる
特例措置（特例子会社制度）を設けている。
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特例子会社制度は、障害のある人の特性に配
慮した仕事の確保・職場環境の整備が容易と
なり、これにより障害のある人の能力を十分
に引き出すことができるなど、事業主及び障
害のある人双方にメリットがあると考えられ
る。平成28年６月１日現在で448社を特例子
会社として認定している。
　また、特例子会社を持つ親会社については、
関係する他の子会社も含め、企業グループ全
体での実雇用率の算定を可能としている。
　さらに、特例子会社がない場合も、一定の
要件を満たす企業グループとして厚生労働大
臣の認定を受けたものについては、企業グ
ループ全体で実雇用率を通算できる「企業グ
ループ算定特例」を設けている。
　加えて、中小企業の場合、単独で障害のあ
る人を雇用するために十分な仕事量を確保す
ることが困難な場合も少なくないため、複数
の中小企業が事業協同組合等を活用して共同
で障害のある人の雇用機会を確保し、一定の
要件を満たすものとして厚生労働大臣の認定
を受けたものについては、事業協同組合等と
その組合員である中小企業で実雇用率を通算
できる「事業協同組合等算定特例」を設けて
いる。
②　 法定雇用率の達成に向けた指導の一層の
促進

　障害者雇用率制度の履行を確保するため、
ハローワークにおいて、法定雇用率未達成企
業に対する指導を行っている。

（ア）民間企業等に対する指導
　実雇用率の著しく低い民間企業に対して
は、ハローワークが障害のある人の雇入れに
関する２年間（平成24年以降。それ以前は３
年間）の計画の作成を命じ、当該計画に基づ
いて障害者雇用を進めるよう継続的な指導を
実施している。また、雇入れ計画を作成した
ものの、障害のある人の雇用が進んでいない

企業に対しては、雇入れ計画の適正な実施に
関する勧告を行い、一連の指導にも関わらず
改善がみられない企業については、企業名を
公表している。
　雇入れ計画を作成していた企業のうち、計
画終期で一定の改善が見られなかった53社に
対し企業名公表を前提とした特別指導を行っ
たところ、平成28年度については、公表対象
企業は２社となった。

（イ）国・地方公共団体に対する指導等
　国及び地方公共団体の機関については、民
間企業に率先垂範して障害のある人の雇入れ
を行うべき立場にあることを踏まえ、厚生労
働省は国及び地方公共団体の各機関の任命権
者に対し、計画的な採用を図るよう要請を
行っている。すべての公的機関は、毎年６月
１日現在の雇用状況を発表するとともに、未
達成である機関については、障害のある人の
採用に関する計画を作成しなければならな
い。また、その計画が適正に実施されていな
い場合には、厚生労働省は国及び地方公共団
体の各機関の任命権者に対し、計画が適正に
実施されるよう勧告を行っている。
　平成28年６月１日現在の障害のある人の雇
用状況では、国・地方公共団体で勤務してい
る障害のある人は前年よりも増加しているも
のの、特に都道府県等の教育委員会では、未
達成である機関が多くみられることから（法
定雇用率未達成である都道府県教育委員会は
47機関中12機関）、厚生労働省は未達成機関
に対し、指導を行っている。

ウ　障害者雇用納付金制度（図表３-２-９）
　障害者雇用促進法は、障害者雇用率制度に
加え、障害のある人の雇用に伴う事業主の経
済的負担を調整するとともに、障害のある人
の雇用を容易にし、社会全体として障害のあ
る人の雇用水準を引き上げるため、障害者雇
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用納付金制度を設けている。この制度では、
法定雇用率未達成の民間企業（常用雇用労働
者数100人超）から納付金を徴収するととも
に、一定水準を超えて障害のある人を雇用し
ている民間企業に対して、障害者雇用調整金、
報奨金を支給している。
　このほか、障害のある人を雇い入れるため
に施設、設備の改善等を行う事業主等に対す
る助成金の支給や在宅就業障害者に仕事を発
注する事業主に対する在宅就業障害者特例調
整金等の支給を行っている。

エ　チャレンジ雇用
　各府省・各地方公共団体で知的障害のある
人等を非常勤職員として雇用し、１～３年の
業務の経験を積んだ後、ハローワーク等を通
じて一般企業等への就職の実現を図る「チャ
レンジ雇用」を推進している。

オ　職業リハビリテーションの実施
　障害者雇用促進法において、職業リハビリ
テーションとは、「障害者に対して職業指導、
職業訓練、職業紹介その他この法律に定める
措置を講じ、その職業生活における自立を図
ること」（同法第２条第７号）としている。
これに基づき、障害者が職業を通じて社会参
加できるよう、ハローワーク、地域障害者職
業センター、障害者就業・生活支援センター
などの機関を中心に障害者が適当な職場に就
き、それを継続し、それにおいて向上するこ
とができるようにするための就労に関する
サービスを実施している。

カ　助成金等による企業支援や普及啓発活動
　国では、民間企業が無理なく、かつ積極的
に障害のある人を雇用できるよう、障害のあ
る人を雇用した場合などに助成金を支給して
いる。
　例えば、身体に障害のある人や知的障害の

■図表3-2-9　障害者雇用納付金制度の概要

資料： 厚生労働省

障害者雇用納付金制度について

未達成企業 達成企業

未達成企業 達成企業

「調整金」の支給

「報奨金」の支給
（中小企業１00人以下）

「納付金」の徴収
【超過1人当たり 月額2万7千円】

【超過1人当たり 月額2万1千円】

【不足1人当たり 月額5万円】

法定雇用率
相当数

雇用障害者数

雇用率未達成企業（常用労働者１00人超）から納付金を徴収し、雇用率達成企業
などに対して調整金、報奨金を支給するとともに、各種の助成金を支給。

「助成金」の支給
（設備等に対し）

その他
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ある人、精神障害のある人を継続して雇用す
る労働者として雇い入れる民間企業に対して
助成する「特定求職者雇用開発助成金」や、
業務に必要な援助や指導を行う職場支援員を
配置する民間企業に対して助成する「障害者
職場定着支援奨励金」（平成29年度から「障
害者雇用安定助成金（職場定着支援コース）」
に統合）、障害のある人を雇い入れたり、継
続して雇用するために必要な職場の環境整備
等を行った場合に費用の一部を助成する障害
者雇用納付金制度に基づく助成金等を支給し
ている。
　助成金のほか、民間企業等が積極的に障害
のある人の雇用を進めるためには、障害のあ
る人の雇用管理に関する先進的な事例等を普
及啓発する必要がある。そのため、各種マニュ
アル等を発行し、民間企業等への配布等を通
じて障害者雇用の啓発を行っている。
　また、厚生労働省では、９月の「障害者雇
用支援月間」に障害のある人を積極的に多数
雇用している事業所、障害者の雇用の促進と
職業の安定に著しく貢献した団体、職業人と
して模範的な業績をあげている障害者に対
し、厚生労働大臣表彰を行い、障害者雇用に
対する国民の関心と理解を一層深めることを
目指している。平成28年度には24の事業所、
１名の障害者雇用等に貢献した個人、15名の
働く障害者を表彰した。

キ　税制上の特例措置　（図表３-２-10）
　障害のある人を雇用する民間企業に対し、
税制上の各種の特例措置を講じている。障害
のある人の一層の雇用促進につながるよう、
平成29年度税制改正では、心身障害者を多数
雇用する事業主が事業用施設等を取得した場
合の不動産取得税の減額措置及び固定資産税
の課税標準の特例措置の適用期限の２年延長
等を行った。
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ク　 平成28年４月より施行された雇用分野に
おける障害者差別禁止と合理的配慮の提
供義務化について

　平成25年6月に「障害者の雇用の促進等に
関する法律の一部を改正する法律」が成立し、
平成28年4月より雇用分野における障害のあ
る人への差別が禁止され、合理的配慮の提供
が義務化されることとなった。
　このため、リーフレット・ポスター等を作
成して周知に努め、平成29年2月に合理的配
慮事例集（第三版）を公表するとともに、全
国の都道府県労働局・ハローワークにおいて
事業主・障害者からの相談に応じ、紛争に発
展した場合は、都道府県労働局長や障害者雇

用調停会議が必要な助言、指導又は勧告を
行っている。

２．総合的支援施策の推進

（１）障害のある人への地域における就労支援

　障害のある人の就労支援の充実と活性化を
図るため、雇用・福祉・教育・医療の一層の
連携強化を図ることとし、ハローワークを中
心とした関係機関とのチーム支援や、一般雇
用や雇用支援策に関する理解の促進、障害者
就業・生活支援センター事業、トライアル雇
用、ジョブコーチ等による支援などを実施し
ている。

■図表3-2-10　障害者雇用に係る税制上の特例措置

資料： 厚生労働省

（平成29年４月１日現在）

事項 内容

機械等の割増償
却措置
（法人税、所得税）

障害者を雇用し、次のいずれかの要件を満たす場合、その事業年度（その年）又はその前
５年以内に開始した各事業年度（各年）において取得、製作、建設した機械装置等のうち、
障害者が労働に従事する事業所にあるものについては、普通償却限度額の24％（工場用
建物等については32％）の割増償却ができる。
①障害者雇用割合が50％以上※１
②雇用障害者数が20人以上※１であり、かつ、障害者雇用割合が25％以上※１
③20人以上※２の障害者を雇用し、かつそのうち重度障害者※３の割合が50％以上※２
（法定雇用率を達成しているものに限る。）
　※１　 ダブルカウントあり（短時間以外の重度障害者は１人を２人と、重度以外の障害

者である短時間労働者は１人を0.5人とカウント）
　※２　ダブルカウントなし（短時間労働者は１人を0.5人とカウント）
　※３　重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者

助成金に係る課
税の特例措置
（法人税、所得税）

国や地方公共団体の補助金、納付金及び障害者雇用納付金制度に基づく助成金については、
助成金のうち固定資産の取得又は改良に充てた部分の金額に相当する金額の範囲内で、圧
縮記帳による損金算入（法人税）又は総収入金額不算入（所得税）とすることができる。

事業所税の軽減
措置

事業所税の従業者割については、課税標準としての従業者給与総額から障害者の給与分を
控除し、また、障害者を10人以上雇用し、かつ、その雇用割合が50％以上である事業所
であって、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金等の支給に係る施設又は設備に係
るものについては、事業所税の資産割に係る課税標準の算定につき、当該事業所床面積の
２分の１を控除するものとする。

不動産取得税の
軽減措置

障害者を20人以上雇用し、かつ、その雇用割合が50％以上の事業所の事業主が、重度障害者
多数雇用事業所施設設置等助成金等を受けて事業用施設（作業の用に供するものに限る）を
取得した場合において、その者が当該施設の取得の日から引き続き３年以上当該施設を当該
事業所の事業の用に供したときは、当該施設の取得に対して課する不動産取得税については
当該税額から価格の10分の１に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

固定資産税の軽
減措置

障害者を20人以上雇用し、かつ、その雇用割合が50％以上の事業所の事業主が、重度障害者
多数雇用事業所施設設置等助成金等を受けて取得した事業用の家屋（作業の用に供するもの
のうち、障害者の雇用割合に応じた部分に限る）に対して課する固定資産税の課税標準は、
取得後５年間に限り、当該家屋の課税標準となるべき価格の６分の１を減額した額とする。
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ア　ハローワーク
　就職を希望する障害のある人に対しては、
ハローワークで、求職の登録の後にその技能、
職業適性、知識、希望職種、身体能力等に基
づき、ケースワーク方式による職業相談を実
施し、安定した職場への就職・就職後の職場
定着を支援している。
　このため、ハローワークにおける障害のあ
る人の専門窓口では、障害のある人の就職支
援を専門に担当する就職促進指導官を配置
し、個々の障害特性に応じたきめ細かな職業
相談を行っている。
①　ハローワークを中心とした「チーム支援」
　就職を希望する障害のある人の一般雇用へ
の移行を図るため、ハローワークが中心と
なって、障害者就業・生活支援センター、地

域障害者職業センター、就労移行支援事業所、
特別支援学校、医療機関等の関係機関からな
る「障害者就労支援チーム」を作り、就職に
向けた準備から職場定着までの一貫した支援
を行う「チーム支援」を実施している。
　平成23年度からは、障害者雇用の専門的知
識を有する就職支援コーディネーターを活用
し、地方自治体、医療機関なども含めた地域の
関係機関との連携体制の更なる強化を行い、
継続的な支援を実施することで、福祉・教育・
医療から一般雇用への移行を促進している。
②　トライアル雇用
　事業所が障害のある人を短期の試行雇用の
形で受け入れることにより、障害のある人の
適性や業務遂行可能性を見極め、障害のある
人と事業主の相互理解を促進すること等を通

■図表3-2-11　ハローワークにおける障害者の職業紹介状況

資料： 厚生労働省「障害者の職業紹介状況等」

①新規求職申込件数 ②有効求職者数 ③就職件数 ④就職率（③／①）
前年度比 前年度比 前年度比 前年度差

平成17年度 97,626 4.8 146,679 △4.7 38,882 8.4 39.8 1.3
　　18年度 103,637 6.2 151,897 3.6 43,987 13.1 42.4 2.6
　　19年度 107,906 4.1 140,791 △7.3 45,565 3.6 42.2 △0.2
　　20年度 119,765 11.0 143,533 1.9 44,463 △2.4 37.1 △5.1
　　21年度 125,888 5.1 157,892 10.0 45,257 1.8 36.0 △1.1
　　22年度 132,734 5.4 169,116 7.1 52,931 17.0 39.9 3.9
　　23年度 148,358 11.8 182,535 7.9 59,367 12.2 40.0 0.1
　　24年度 161,941 9.2 198,755 8.9 68,321 15.1 42.2 2.2
　　25年度 169,522 4.7 207,956 4.6 77,883 14.0 45.9 3.7
　　26年度 179,222 5.7 218,913 5.3 84,602 8.6 47.2 1.3
　　27年度 187,198 4.5 231,066 5.6 90,191 6.6 48.2 1.0

■図表3-2-12　ハローワークにおける障害者の職業紹介件数（平成27年度）

資料： 厚生労働省「障害者の職業紹介状況等」

新規求職申込件数

障害者計 身体障害者 知的障害者 精神障害者 その他うち重度 うち重度
27年度 187,198 63,403 27,057 33,410 4,946 80,579 9,806

就職件数

障害者計 身体障害者 知的障害者 精神障害者 その他うち重度 うち重度
27年度 90,191 28,003 11,321 19,958 4,339 38,396 3,834
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じて、常用雇用への移行を促進する障害者ト
ライアル雇用事業を実施している。

イ　地域障害者職業センター
　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援
機構により各都道府県に１か所（そのほか支
所５か所）設置・運営されている地域障害者
職業センターでは、ハローワークや地域の就
労支援機関との連携の下に、身体に障害のあ
る人、知的障害のある人はもとより、精神障
害のある人、発達障害のある人、高次脳機能
障害のある人など、他の機関では支援が困難
な障害のある人を中心に、専門職の「障害者
職業カウンセラー」により、職業評価、職業
指導から就職後のアフターケアに至る職業リ
ハビリテーションを専門的かつ総合的に実施
している。
①　 職業評価・職業指導及び職業リハビリ
テーション計画の策定

　障害のある人個々の就職の希望等を把握し
た上で、職業評価・職業相談を行い、これら
を基に就職及び就職後の職場適応に必要な支
援内容等を含む職業リハビリテーション計画
の策定を行っている。
②　 障害のある人の就労の可能性を高めるた
めの支援（職業準備支援）

　障害のある人に対して、就職又は職場適応
に必要な障害特性や、職業上の課題の把握と
その改善を図るための支援、職業に関する知
識の習得のための支援及び社会生活技能等の
向上のための支援を行っている。
③　 障害のある人の職場適応に関する支援（職
場適応援助者（ジョブコーチ）支援事業）

　就職又は職場適応に課題を有する知的障
害、精神障害のある人等が円滑に職場適応す
ることができるよう、就職時のみならず雇用
後においても事業所にジョブコーチを派遣
し、障害のある人に障害特性を踏まえた直接
的かつ専門的な支援を行うほか、事業主に対

して、雇用管理に必要な助言や職場環境の改
善の提案等の援助を行っている。
　また、安定した雇用継続を図るためのフォ
ローアップも行っている。
④　 精神障害のある人等に対する総合雇用支援
　精神障害のある人及び事業主に対して、主
治医との連携の下、新規雇入れ、職場復帰、
雇用継続のそれぞれの雇用の段階に応じた専
門的な支援を総合的に行っている。
　特に、休職中の精神障害のある人及びその
方を雇用する事業主に対しては、円滑な職場
復帰に向けた支援（リワーク支援）を進めて
おり、精神障害のある人に対しては、生活リ
ズムの立直しや集中力・持続力の向上等の支
援を行うとともに、事業主に対しては、職場
の受け入れ体制の整備等についての支援を
行っている。
⑤　地域の就労支援機関に対する助言・援助
　各地域における障害者就業・生活支援セン
ターや就労移行支援事業者等の関係機関にお
いて、より効果的な職業リハビリテーション
が実施されるよう、職業リハビリテーション
に関する技術的事項についての助言や支援方
法に係る助言や援助を行っている。
　また、ジョブコーチの養成研修や関係機関
の職員等の知識の習得、技術等の向上のため
の実務的研修を行っている。

ウ　障害者就業・生活支援センター
　障害者就業・生活支援センターでは、障害
のある人の職業生活における自立を図るため
に、福祉や教育等の地域の関係機関との連携
の下、障害のある人の身近な地域（平成29年
４月現在332箇所）で就業面及び生活面の両
面における一体的な支援を行っている。
　例えば、就業やそれに伴う日常生活上の支
援を必要とする障害のある人に対し、就職に
向けた準備支援（職業準備訓練、職場実習の
あっせん）や求職活動等の就業に関する相談
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と、健康管理や住居、年金等の生活に関する
相談などを行っている。また、必要に応じ、
ハローワークや地域障害者職業センターなど
の専門的支援機関と連絡を取り合い、支援を
引き継ぐなど適切な支援機関への案内窓口と
しての機能も担っている。
　近年、雇用障害者数が増加する中で、定着
支援の取組の重要性が高まっており、セン
ターの業務実績を見ると、就職件数、雇用者
数の伸びにしたがって、企業からの相談の半
数を定着支援が占めており、また、就業時点
で就労支援機関の支援を受けていない障害者
に対する定着支援を求められるなど、定着支
援の比重が増している。センターでは、事業
主に対し、本人の障害特性や症状・能力等に
ついての助言や関係機関と連携した支援を行
うほか、就職後に生じる課題の予測と実際に
生じた際の事前準備や、センター職員による
定期的な職場訪問や電話連絡等を通じ、本人
が現在抱えている悩みや課題、事業主や上司・
同僚等の意見等を把握し、問題が発生しない
よう未然に対応をしている。
　平成28年度には、職場定着支援の強化を図
るため、ジョブコーチとして多くの障害者の
支援に携わり、障害者の職場定着支援に関す
る豊富な知識と経験を有する「主任職場定着
支援担当者」等を増員し、センターの定着支
援機能の強化を図った。

（２） 福祉的就労から一般就労への移行に向
けた支援

　障害者が地域で自立した日常生活又は社会
生活を送るための基盤として就労支援は重要
であり、障害者の就労支援として以下の取組
を行っている。
①　就労移行支援について
　一般就労を希望する65歳未満の障害者に
は、できる限り一般就労をしていただけるよ
うに、就労移行支援事業所では、生産活動、

職場体験その他の活動の機会の提供その他の
就労に必要な知識及び能力の向上のために必
要な訓練、求職活動に関する支援、その適性
に応じた職場の開拓、就職後における職場へ
の定着のために必要な相談、その他の必要な
支援を行っている。
②　就労継続支援Ａ型について
　雇用契約に基づき、継続的に就労すること
が可能な65歳未満の障害者に対し、生産活動
その他の活動の機会の提供、その他の就労に
必要な知識及び能力の向上のために必要な訓
練を行うとともに、一般就労に向けた支援や
職場への定着のための支援等を行っている。
③　就労継続支援Ｂ型について
　通常の事業所に雇用されていた障害者で
あって、その年齢、心身の状態その他の事情
により、引き続き当該事業所に雇用されるこ
とが困難となった者、就労移行支援によって
も通常の事業所に雇用されるに至らなかった
者、その他の通常の事業所に雇用されること
が困難な者につき、生産活動その他の活動の
機会の提供、その他の就労に必要な知識及び
能力の向上のために必要な訓練を行うととも
に、一般就労に向けた支援や職場への定着の
ための支援等を行っている。
④　 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定
について

　平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に
おいて、一般就労への定着支援を充実・強化
するため、就労移行支援において、平成27年
度から新たに利用者の就労定着期間に着目し
た加算を創設した。

（３）障害特性に応じた雇用支援策 

ア　精神障害のある人への支援
　精神障害のある人については、近年、ハロー
ワークにおける新規求職者数が急激に伸びて
きており、その専門窓口では「精神障害者雇
用トータルサポーター」などの専門職員によ
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る個々の障害特性に応じたきめ細かな相談支
援を行うとともに、精神障害のある人に関す
る事業主の意識啓発から就職後のフォロー
アップ等の働きかけを行っている。
　また、民間企業に対しては継続雇用する労
働者へ移行することを目的に、一定程度の期
間をかけて、週の所定労働時間を20時間以上
とすることを目指す「障害者短時間トライア
ル雇用奨励金の支給」（平成29年度から「ト
ライアル雇用助成金（障害者短時間コース）」）
などを行っている。
　さらに平成23年度から、事業主等を対象に、
精神障害のある人の雇用管理をテーマにした
セミナーを継続して開催しており、平成28年
度は全国10ブロックで開催した。
　なお、精神障害のある人については、これ
ら各般の取組を通して、その雇用促進を一層
図ることとしており、障害者基本計画（第３
次）では、50人以上の規模の事業主で雇用さ
れる精神障害のある人を、平成29年の障害者
雇用状況報告で3.0万人にすることを目指し
ており、平成28年６月１日現在で4.2万人と
なっている。

イ　発達障害のある人への支援
　発達障害のある人についても、近年ハロー
ワークにおける新規求職者数が増加してお
り、その雇用の促進を図ることが必要となっ
ている。そのため、ハローワークでは、発達
障害のある求職者に対する職業紹介を行うに
当たっては、地域障害者職業センターや発達
障害者支援センターと十分な連携を図って、
対応している。なかでも、発達障害などの要
因によりコミュニケーション能力に困難を抱
えている求職者について、専門の支援員（就
職支援ナビゲーター（発達障害者等支援分））
によるきめ細かな就職支援を実施する「若年
コミュニケーション能力要支援者就職プログ
ラム」を実施している。

　また、平成28年度から全国10か所のハロー
ワークにおいて、発達障害などの要因により、
コミュニケーション能力に困難を抱えている
求職者について、小集団方式によるセミナー
やグループワークなどを通じた職場でのコ
ミュニケーションスキルなどの付与や、個別
の職業相談などを実施している。
　さらに、発達障害のある人をハローワーク
等の職業紹介により新たに雇い入れ、雇用管
理に関する事項を把握・報告する事業主に対
して助成を行う「発達障害者・難治性疾患患
者雇用開発助成金」（平成29年度から「特定
求職者雇用開発助成金（発達障害者・難治性
疾患患者雇用開発コース）」）による助成を実
施しており、その雇用促進を図っている。
　さらに、「発達障害者就労支援者育成事業」
として、支援関係者等の発達障害者支援のた
めの基盤作りのために、平成28年度は全国８
ブロックで発達障害のある人の就労支援者及
び当事者等を対象としたセミナーの開催や発
達障害のある人を対象とした職場実習を実施
し、発達障害のある人の雇用のきっかけづく
りを行う啓発事業を実施した。

ウ　難病のある人への支援
　ハローワークでは、障害者手帳の有無にか
かわらず、就労支援の必要な難病のある人に
対して、難病相談支援センターとの連携によ
る就労支援も行っている。平成25年度からは、
ハローワークに「難病患者就職サポーター」
を配置し、難病相談支援センターと連携しな
がら、就職を希望する難病患者に対する症状
の特性を踏まえたきめ細かな就労支援や在職
中に難病を発症した患者の雇用継続等の総合
的な就労支援を行っている。
　また、難病のある人をハローワーク等の職
業紹介により新たに雇い入れ、雇用管理に関
する事項を把握・報告する事業主に対して助
成を行う「発達障害者・難治性疾患患者雇用
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開発助成金」による助成を実施しており、そ
の雇用促進を図っている。
　平成28年度には事業主や就労支援に取り組
む関係機関における必要な共通認識を促進す
るため、難病患者の雇用管理に資するマニュ
アルとして「難病のある人の就労支援のため
に」を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構が改訂し、ハローワークをはじめと
した就労支援機関等で、難病のある人の就労
支援に活用している。

エ　在宅就業への支援
①　在宅就業支援制度
　自宅等で就業する障害のある人（在宅就業
障害者）の就業機会の確保等を支援するため、
これらの障害のある人に直接又は在宅就業障
害者に対する支援を行う団体として厚生労働
大臣の登録を受けた法人（在宅就業支援団体
（平成29年１月現在で22団体））を介して業
務を発注した事業主に対して、障害のある人
に対して業務の対価として支払われた金額に
応じて、障害者雇用納付金制度で、在宅就業
障害者特例調整金（常用雇用労働者数100人
以下の事業主については在宅就業障害者特例
報奨金）を支給する制度を運用している。
②　就労支援機器等の普及・啓発
　従来、障害のある人が就労困難と考えられ
ていた職業であっても、IT機器を利用する
ことにより、就労の可能性が高まってきてい
る。このため、障害のある人の職域拡大に資
することを目的として、高齢・障害・求職者
雇用支援機構において、障害のある人や事業
主のニーズに対応した就労支援機器に関する
情報提供、貸出事業等を通じて、その普及・
啓発に努めている。

（４）就労に向けた各種訓練の推進

　国立障害者リハビリテーションセンター自
立支援局においては、一般就労を希望する65

歳未満の障害のある人に対して、就労に必要
な知識や技能を獲得させるため、障害福祉
サービス(就労移行支援)を実施している。身
体又は発達障害のある方には、生産活動、職
業体験等の必要な訓練を、視覚に障害のある
方には、あん摩マッサージ指圧師、はり師、
きゅう師の国家資格取得のための教育訓練を
行い、就労に関する相談や支援を通じて、障
害のある方の適正に見合った職場への就労と
その定着を支援している。

（５）障害のある人の創業・起業等の支援

　生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯、障
害者世帯等に対し、資金の貸付けと必要な相
談支援を行うことにより、その経済的自立及
び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社
会参加の促進を図り、安定した生活を送れる
ようにすることを目的に、都道府県社会福祉
協議会を実施主体として運営されている。本
制度の資金種類の１つとして、「福祉資金」
が設けられており、障害者世帯が生業を営む
ために必要な経費や技能習得に必要な経費及
びその期間中の生計を維持するために必要な
経費等の貸付を行っている。
　また、経済産業省では、地域経済を活性化
させるため、産業競争力強化法（平成25年法
律第98号）の認定市区町村（平成28年12月現
在で1,275市区町村）において、新たに創業
を行う者に対して、その創業等に要する経費
の一部を助成し、新たな需要や雇用の創出等
を促す取組を行っており、障害のある人も活
用できる制度となっている。

（６） 障害者の就労支援にあたっての農業部
局との連携

　障害者就労施設において、稲作や野菜、果
樹、花き、畜産、農産加工や販売等、幅広い
分野で農業活動等に取り組まれている。農業
を通じて高い賃金・工賃を実現している事業
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所もあり、障害者の就労機会の確保や賃金・
工賃の向上といった面のみならず、地域の農
業における労働力不足への対応といった面で
も意味のある取組であり、農業と福祉の連携
の推進を図ることは重要な課題となっている。
　このため、農林水産省では、障害者等のた
めの福祉農園の開設・整備等の取組を支援し
ているほか、全国の地方農政局等に行政、福
祉、農業等の関係者で構成する「障害者就労
の促進ネットワーク（協議会）」を設置し、
セミナーを通じて優良事例や施策の紹介など
を行っている。
　一方、厚生労働省では、農業分野に取り組
もうとする就労継続支援B型事業所等に対し
て、農業分野の専門家を派遣し、農業に関す
る知識・技術の習得や６次産業化の推進に向
けた助言・指導を行うとともに、都道府県に
おいて農業に取り組む就労継続支援B型事業
所等が参加する農福連携マルシェ（市場）の
開催を支援している。
　また、農林水産省と厚生労働省とが連携し
て「『農』と福祉の連携プロジェクト」を推
進し、農業関係者と福祉関係者との相互理解
を深めるための農福連携セミナーや農福連携
推進フォーラム（平成29年3月24日開催）の
開催、有楽町駅前での農福連携マルシェの開
催に取り組んだところである。
　これらの取組を通じて、両省が連携しつつ、
優良事例や支援策の周知を含め積極的に情報
発信を行い、農業と福祉の連携や、それを通
じた障害者の賃金・工賃の向上の推進に取り
組むこととしている。

（７）職場での適応訓練

ア　職場適応訓練
　障害のある人に対し、作業環境への適応を
容易にし、訓練修了後も引き続き雇用される
ことを期待して、都道府県知事又は都道府県
労働局長が民間事業主に委託して実施する訓

練で、訓練生には訓練手当が、事業主には職
場適応訓練費（２万４千円/月）が支給され
る（訓練期間６か月以内（原則））。また、重
度の障害のある人に対しては、訓練期間を長
くし（１年以内）、職場適応訓練費も増額
（２万５千円/月）している。

イ　職場適応訓練（短期）
　障害のある人に対し、実際に従事すること
となる仕事を経験させることにより、就業へ
の自信を持たせ、事業主に対しては対象者の
技能程度、適応性の有無等を把握させるため、
都道府県知事又は都道府県労働局長が民間事
業主に委託して実施する訓練で、訓練生には
訓練手当が、事業主には、職場適応訓練費（960
円/日）が支給される（訓練期間２週間以内）。
また、重度の障害のある人に対しては、訓練
期間を長くし（４週間以内）、職場適応訓練
費も増額（1,000円/日）している。

（８） 資格取得試験等（法務関係）における配慮

　司法試験においては、障害のある人がその有
する知識及び能力を答案等に表すに当たり、
その障害が障壁となり、事実上の受験制限と
ならないために、障害のない人との実質的公平
を図り、そのハンディキャップを補うために必
要な範囲で措置を講じている。具体的には、視
覚障害者に対する措置として、パソコン用電
子データ又は点字による出題、解答を作成す
るに当たってのパソコン（ワープロ）の使用、
拡大した問題集・答案用紙の配布、試験時間
の延長等を、肢体障害者に対する措置として、
解答を作成するに当たってのパソコン（ワー
プロ）の使用、拡大した答案用紙の配布、試験時
間の延長等を認めるなどの措置を講じている。
　司法書士試験、土地家屋調査士試験及び簡
裁訴訟代理等能力認定考査においては、その
有する知識及び能力を答案等に表すことにつ
いて障害のない人と比較してハンディキャッ
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プを補うために必要な範囲で措置を講じてい
る。具体的には、弱視者に対する拡大鏡の使
用や記述式試験の解答を作成するに当たって
のパソコン（ワープロ）の使用を、また、試
験時間の延長を認める等の措置を講じている。

（９） 福祉施設等における仕事の確保に向け
た取組

ア　これまでの取組
　重点施策実施５か年計画（平成20年度～平
成24年度）において、国は公共調達における
競争性及び公正性の確保に留意しつつ、福祉
施設等の受注機会の増大に努めるとともに、
地方公共団体等に対し、国の取組を踏まえた
福祉施設等の受注機会の増大の推進を要請す
ることとされていたことから、これを踏まえ、
官公需（官公庁の契約）を積極的に進めるた
め、各府省の福祉施設受注促進担当者会議を
開催し、更なる官公需の促進を依頼するなど

の取組を行うとともに、平成20年に地方自治
法施行令を改正し、地方公共団体の契約につ
いて随意契約によることができる場合とし
て、地方公共団体が障害者支援施設等から、
クリーニングや発送作業などの役務の提供を
受ける契約を追加する措置を講じた。
　また、国等による障害者就労施設等からの
物品等の調達の推進等に関する法律（平成24
年法律第50号）（以下「障害者優先調達推進法」
という。）の施行（平成25年４月）にあわせて、
「予算決算及び会計令」を改正し、随意契約
によることができる場合として、「慈善のた
め設立した救済施設から役務の提供を受ける
とき」を追加する措置を講じた。

イ　障害者優先調達推進法の成立
　障害のある人が自立した生活を送るために
は、就労によって経済的な基盤を確立するこ
とが重要である。そのためには、障害者雇用

資料： 厚生労働省

■図表3-2-13
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を支援するための積極的な対策を図っていく
ことも重要であるが、加えて、障害者が就労
する施設等の仕事を確保し、その経営基盤を
強化する取組が求められている。
　このような観点から、障害者就労施設等へ
の仕事の発注に関し、民間企業をはじめ国や
地方公共団体等において様々な配慮が行われ
てきた。
　平成25年４月からは、障害者優先調達推進
法が施行され、障害者就労施設等で就労する
障害のある人や在宅で就業する障害のある人
の自立の促進に資するため、国や地方公共団
体などの公的機関が物品やサービスを調達す
る際、障害者就労施設等から優先的に購入す
ることを進めるために、必要な措置を講じる
こととなった。当該法律に基づき、すべての
省庁等で調達方針を策定し、障害者就労施設
等が供給する物品等の調達に取り組んでい
る。（法律の概要については、図表３-２-13）

（10）職業能力開発の充実

ア　 障害者職業能力開発校における職業訓練
の推進

　一般の公共職業能力開発施設において職業
訓練を受けることが困難な重度の障害のある
人については、障害者職業能力開発校におい
て、職業訓練を実施している。
　平成29年４月１日現在、障害者職業能力開
発校は国立が13校、都道府県立が６校で、全国
に19校が設置されており、国立13校のうち２
校は高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営し、
他の11校は都道府県に運営を委託している。
　障害者職業能力開発校は、入校者の障害の
重度化・多様化が進んでいることを踏まえ、個々
の訓練生の障害の態様を十分に考慮し、きめ
細かい支援を行うとともに、職業訓練内容の
充実を図ることにより、障害のある人の雇用
の促進に資する職業訓練の実施に努めている。
　なお、障害者職業能力開発校の就職率につい

ては、障害者基本計画（第３次）において、平成
29年度に65％となるよう目標設定されている。

イ　 一般の公共職業能力開発施設における受
入れの促進

　都道府県立の一般の公共職業能力開発施設
において、精神障害や発達障害のある人を対
象とした訓練コースの設置を促進し、受講機
会の拡充を図っている。

ウ　障害者の態様に応じた多様な委託訓練
　雇用・就業を希望する障害のある人の増大
に対応し、居住する地域で職業訓練が受講で
きるよう、地域の企業、社会福祉法人、特定
非営利活動法人、民間教育訓練機関等を活用
した障害者の態様に応じた多様な委託訓練
（以下「障害者委託訓練」という。）を各都
道府県において実施している。
　障害者委託訓練は、主として座学により知
識・技能の習得を図る「知識・技能習得訓練
コース」、企業の現場を活用して実践的な職
業能力の向上を図る「実践能力習得訓練コー
ス」、通校が困難な人などを対象とした「e－
ラーニングコース」、特別支援学校高等部等
に在籍する生徒を対象とした「特別支援学校
等早期訓練コース」及び在職障害者を対象と
した「在職者訓練コース」の５種類があり、
個々の障害特性や企業の人材ニーズに応じて
多様な職業訓練を行うことが可能な制度であ
る。なお、委託訓練修了者の就職率について
は、平成27年度は47.9％であり、障害者基本
計画（第３次）において、平成29年度に55％
となるよう目標設定した。

エ　 精神障害・発達障害がある人に対する職 
業訓練

　ハローワークに求職を申し込む精神障害者
や発達障害者の増加が近年著しいことを踏ま
え、精神障害者や発達障害者の障害特性に配
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慮した訓練コースの設置を推進することとし
ている。このため、都道府県が運営する障害
者職業能力開発校で精神障害者や発達障害者
の障害特性に配慮した訓練コースの設置が円
滑に行われるよう高齢・障害・求職者雇用支
援機構が運営する障害者職業能力開発校にお
いて、訓練計画の策定、指導技法、訓練コー
ス設置後のフォローアップ支援を行っている。
　また、前述の障害者の態様に応じた多様な
委託訓練においても、精神障害者の増加や精
神障害者向けの職業訓練の実施に係るノウハ
ウの蓄積が乏しい現状を踏まえ、平成26年度
から、①地域の就労支援機関に委託して精神
障害者向け職業訓練の受託先の開拓や職業訓
練の設定、実施等の支援を行うことや、②精
神障害者向けの職業訓練に関するモデルカリ
キュラム、指導技法等の開発・普及を行うこ
ととしている。

オ　 障害のある人の職業能力開発に関する啓発
① 全国障害者技能競技大会（愛称：アビリン
ピック）の実施
　全国障害者技能競技大会は、障害のある人
の職業能力の開発を促進し、技能労働者とし
ての自信と誇りを持って社会に参加するとと
もに、広く障害のある人に対する社会の理解

と認識を深め、障害のある人の雇用の促進を
図ることを目的として、アビリンピックの愛
称の下、昭和47年から実施している。
　平成28年度には、山形県で第36回大会が開
催（10月28日～30日）された。
② 国際アビリンピックへの日本選手団の派遣
　国際アビリンピックは、昭和56年の「国際
障害者年」を記念して、障害のある人の職業
的自立意欲の増進と職業技能の向上を図ると
ともに、事業主及び社会一般の理解と認識を
深め、更に国際親善を図ることを目的として、
昭和56年10月に第１回大会が東京で開催さ
れ、以降おおむね４年に１度開催されている。
　第９回国際アビリンピックがフランス共和
国ボルドー市において平成28（2016）年３月
に開催され、日本から、第35回全国大会での
成績優秀者31名の選手が参加した。

（11） 雇用の場における障害のある人の人権
の確保

　全国の法務局・地方法務局及びその支局で
は、人権相談等により雇用の場における障害
のある人に対する差別的取扱い等の人権侵害
の疑いのある事案を認知した場合には、事案
に応じた適切な措置を講じるなどして、人権
侵害による被害の救済及び予防を図っている。

　厚生労働省では、毎年９月に障害のある人を積極的に雇用している事業所、障害のある
人の雇用の促進と職業の安定に著しく貢献した団体又は個人、及び職業人として業績をあ
げている勤労障害者に対し、厚生労働大臣表彰を行っている。障害のある人の職業的自立
の意欲を喚起するとともに、障害者雇用に関する国民の関心と理解を一層深めている。平
成28年９月６日に「平成28年度全国障害者雇用優良事業所等表彰式」において24社の障害
者雇用優良事業所と、１名の障害者の雇用の促進と職業の安定に貢献した個人、15名の優
秀勤労障害者の表彰を行った。

障害者雇用優良事業所、優秀勤労障害者の表彰
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